
　
　
　
　

一　

は
じ
め
に　

　
『
萃
美
集
』
五
巻
は
、
清
代
光
緒
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
「
聖
諭
書
」
す
な
わ
ち

「
聖
諭
宣
講
」
の
テ
キ
ス
ト
で
、
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
、
上
海
図
書
館

に
残
巻
を
蔵
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
最
近
に
な
っ
て
民
国
二
十
六
年
（
一
九
三
七

年
）
復
刻
本
が
大
連
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
民
国
刊
本
は
各

巻
に
「
案
証
」
の
み
を
掲
載
す
る
簡
易
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
社
会
科
学
院
蔵

本
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
は
巻
頭
に
宣
講
儀
式
を
冠
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
本
稿
で
は
そ
の
全
容
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
本
書
に
よ
っ
て
宣
講
に
用

い
ら
れ
た
案
証
（
因
果
応
報
故
事
）
が
聴
衆
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
次
第
に
物
語

性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
い
。

　
　
　
　

二　

各
巻
の
全
容

１
．
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
蔵
本

　

竺
青
「
稀
見
清
末
白
話
小
説
集
残
巻
考
述
」１
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
ご
と

く
で
あ
る
。

ⅰ
．
封
面
を
欠
き
、
出
版
の
時
代
や
編
者
は
不
詳
。

ⅱ
．	

巻
頭
一
～
四
葉
を
欠
き
、
五
葉
か
ら
「
五
、
戒
廃
字
」「
六
、
敦
人
倫
」

「
七
、
浄
心
地
」「
八
、
立
人
品
」「
九
、
慎
交
遊
」「
十
、
広
教
化
」
の

箴
言
を
掲
載
す
る
。２　
私
見
で
は
、
こ
の
箴
言
は
『
文
昌
帝
君
蕉
窓
十

則
』の
後
半
五
則
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、『
武
聖
帝
君
十
二
戒
規
』、『
孚

佑
帝
君
家
規
十
則
』、『
竈
君
男
子
六
戒
』、『
竈
君
女
子
六
戒
』、『
竈
君

新
諭
十
条
』、『
玉
皇
宝
訓
』、『
武
聖
帝
君
諭
』を
掲
載
し
て
い
る
。『
玉

皇
宝
訓
』
と
『
武
聖
帝
君
諭
』
に
は
「
庚
子
」
の
干
支
を
記
載
し
て
お

り
、
光
緒
二
十
六
年
（
一
九
〇
〇
年
）
だ
と
推
測
で
き
る
。

ⅲ
．
現
存
す
る
案
証
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　

	

巻
一
「
会
円
寺
」（
一
～
二
十
七
葉
表
）、「
双
貞
姑
」（
二
十
七
葉
表
～
不

詳
）、「
雷
賜
銀
」、「
鸚
鵡
報
」

　
　

巻
二
「
破
鏡
合
」、「
賽
包
公
」、「
献
西
瓜
」、「
七
層
楼
」

　
　

	

巻
五
「
血
羅
衫
」（
一
～
三
十
八
葉
）、「
玉
連
環
」（
三
十
九
～
六
十
八
葉
、

欠
後
半
）

ⅳ
．	
巻
一
目
録
裏
葉
に
は
「
簡
州
周
家
場
河
西
信
士
夏
月
亭
捐
刊
」
と
題
す

る
。
簡
州
は
現
在
の
四
川
省
簡
陽
市
。

四
川
の
宣
講
書
『
萃
美
集
』
五
巻 

─ 

物
語
化
す
る
案
証

阿　

部　

泰　

記
二
一



ⅴ
．	

巻
五
目
録
に
は
「
版
存
銅
邑
…
…
３

」
と
題
す
る
。
銅
邑
は
銅
梁
県
（
四

川
省
重
慶
府
銅
梁
県
）。

ⅵ
．	
案
証
の
版
式
は
、
半
葉
八
行
、
行
二
十
一
字
。

２
．
上
海
図
書
館
蔵
本

ⅰ
．
巻
一
に
は
冒
頭
に
「
宣
講
聖
諭
規
則
」
を
掲
載
し
な
い
。

ⅱ
．	

各
巻
の
案
証
の
冒
頭
に
封
面
を
付
す
。
た
と
え
ば
巻
一
「
双
貞
姑
」
の

封
面
に
は
、「
今
年
新
刻　

八
百
冊
／
双
貞
姑
／
聖
諭
書　

源
盛
堂
」と

題
し
て
お
り
、各
案
証
を
単
行
本
形
式
で
刊
行
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

源
盛
堂
は
四
川
省
瀘
州
の
書
房
で
あ
る
が
、
刊
行
の
時
期
は
特
定
で
き

な
い
。
現
存
す
る
案
証
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
４

。

　
　

	

巻
一
「
会
円
寺
」（
存
二
十
七
葉
裏
）、「
双
貞
姑
」（
二
十
七
～
四
十
九
葉
）、

「
雷
賜
銀
」（
五
十
～
前
六
十
七
葉
）、「
鸚
鵡
報
」（
六
十
七
～
一
百
八
葉
）

　
　

	

巻
二
「
破
鏡
合
」（
一
～
五
十
四
葉
表
）、「
賽
包
公
」（
五
十
五
～
七
十
二

葉
）、「
献
西
瓜
」（
七
十
三
～
九
十
葉
表
）、「
七
層
楼
」（
九
十
一
～
一
百
十

八
葉
）

　
　

�

巻
三
「
雲
霞
洞
」（
一
～
五
十
葉
表
）、「
双
冤
曲
」（
五
十
一
～
七
十
五
葉
）、

「
善
縁
礄
」（
九
十
三
～
一
百
十
一
葉
表
）

　
　

巻
四
「
双
冠
誥
」（
一
～
四
十
一
葉
）

ⅲ
．
案
証
の
版
式
は
、
半
葉
八
行
、
行
二
十
一
字
。

３
．
大
連
図
書
館
蔵
本

　

大
連
図
書
館
に
は
、「『
萃
美
集
』
五
巻
、（
清
）
呉
栄
清
輯
、
民
國
二
十
六
年

（
一
九
三
七
年
）、
成
都
王
成
女0

斎
刻
本
、
五
冊
一
帙
」
を
蔵
す
る
５

。

ⅰ
．	

巻
一
に
は
封
面
が
あ
り
、「
民
国
二
十
六
年
丁
丑
重
刊
／
萃
美
集
／
板

存
四
川
成
都
古
臥
龍
礄
王
成
文
齋
住
四
十
八
・
五
十
號
」
と
刻
し
て
お

り
、
復
刻
本
で
あ
る
。

ⅱ
．	

巻
一
冒
頭
に
は
「
光
緒
丙
午
年
（
光
緒
三
十
二
年
、
一
九
〇
六
年
）
冬

月
上
浣
（
上
旬
）
岳
邑
（
四
川
省
岳
池
県
）
呉
永
清
撰
」
の
「
序
」
を

掲
載
す
る
。
こ
の
序
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
簡
州
の
慈
善
を
好
む
諸

氏
が
果
報
故
事
を
集
め
て
案
証
を
作
成
し
、
神
明
の
条
規
を
記
録
し
て

世
間
を
善
導
し
た
、
そ
の
書
が
完
成
し
て
『
萃
美
集
』
と
名
付
け
た
、

こ
の
書
に
よ
っ
て
宣
講
人
を
は
じ
め
多
く
の
人
が
啓
発
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
る
、
と
本
書
の
縁
起
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

簡
邑
各
場
好
善
諸
公
、
捜
羅
古
今
果
報
、
撰
案
証
以
勧
人
、
録
聖
神
条
規
、

発
明
男
婦
過
咎
、
伝
諭
訓
以
暁
世
。
幸
今
稿
成
将
付
棗
梨
、
故
嘉
之
曰
『
萃

美
』。
其
中
法
戒
咸
昭
、
俗
弊
悉
中
。
詞
雖
淺
近
而
皆
有
益
身
心
、
…
…
但

願
天
下
之
能
宣
講
者
、
正
己
化
人
、
…
…
即
天
下
之
不
能
宣
講
者
、
亦
触
目

驚
心
、
常
以
此
為
持
身
之
具
。
…
…
光
緒
丙
午
年
冬
月
上
浣
岳
邑
呉
永
清
撰

（
簡
州
の
各
村
の
慈
善
家
た
ち
は
、
古
今
の
果
報
故
事
を
捜
羅
し
、
案
証
を
撰

述
し
て
人
に
勧
め
、
聖
神
の
条
規
を
記
録
し
て
、
男
女
の
過
咎
を
明
ら
か
に

し
、
訓
諭
を
伝
え
て
世
を
暁
し
た
。
幸
い
今
稿
が
成
っ
て
刊
行
に
こ
ぎ
つ
け

二
二



た
の
で
、
こ
れ
を
称
賛
し
て
『
萃
美
』
と
名
付
け
た
。
そ
こ
で
は
法
戒
み
な

昭
ら
か
で
、
俗
弊
を
悉
く
当
て
て
い
る
。
言
葉
は
淺
近
で
あ
る
が
、
み
な
心

身
に
有
益
で
あ
る
。
…
…
願
わ
く
ば
天
下
の
宣
講
が
で
き
る
者
は
、
己
を
正

し
人
を
化
し
、
…
…
天
下
の
宣
講
が
で
き
な
い
者
も
、
目
に
触
れ
心
に
警
め
、

常
に
こ
の
書
を
身
を
持
す
る
具
と
し
て
ほ
し
い
。
…
…
光
緒
丙
午
の
年
、
冬

月
上
浣
、
岳
邑
の
呉
永
清
撰
す
）

ⅲ
．
各
巻
の
案
証
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

	

巻
一「
会
円
寺
」（
一
～
二
十
七
葉
）、「
双
貞
姑
」（
二
十
七
～
四
十
九
葉
）、

「
雷
賜
銀
」（
五
十
～
前
六
十
七
葉
）、「
鸚
鵡
報
」（
六
十
七
～
一
百
八
葉
）

　
　

	

巻
二「
破
鏡
合
」（
一
～
五
十
四
葉
）、「
賽
包
公
」（
五
十
五
～
七
十
二
葉
）、

「
献
西
瓜
」（
七
十
三
～
九
十
葉
）、「
七
層
楼
」（
九
十
一
～
一
百
十
八
葉
）

　
　

	

巻
三
「
雲
霞
洞
」（
一
～
五
十
葉
）、「
双
冤
曲
」（
五
十
一
～
七
十
五
葉
）、

「
審
土
地
」（
七
十
六
～
九
十
二
葉
）、「
善
縁
礄
」（
九
十
三
～
一
百
十
一
葉
）

　
　

�

巻
四
「
双
冠
誥
」（
一
～
四
十
一
葉
）、「
盧
江
河
」（
四
十
二
～
七
十
葉
）、

「
桂
花
橋
」（
七
十
一
～
八
十
七
葉
）、「
審
磨
子
（
八
十
八
～
一
百
十
四
葉
）

　
　

	

巻
五「
血
羅
衫
」（
一
～
三
十
八
葉
）、「
玉
連
環
」（
三
十
九
～
一
百
二
十
三

葉
）

ⅳ
．
巻
五
目
錄
の
裏
葉
に
は
「
楽
中
６

遐
齢
子
校
書
」
と
刻
す
る
。

ⅴ
．
案
証
の
版
式
は
半
葉
八
行
、
行
二
十
一
字
。

　

以
上
の
三
種
の
原
本
は
版
式
を
同
じ
く
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
復
刻
本
の
前

後
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
三
年
に
『
東
北
地
区
古
籍
線
装
聯
合
目
録
』

が
刊
行
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
に
大
連
数
字
図
書
館
の
書
籍
検
索
が
完
成
す
る
と
、

民
国
復
刻
本
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
テ
キ
ス
ト
の
全
容
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
孔
夫
子
旧
書
網
に
出
品
さ
れ
た
、巻
四「
双
冠
誥
」「
蘆
江
河
」「
審

磨
子
」
三
種
（
四
川
省
眉
山
市
東
坡
書
屋
、
二
〇
一
三
年
三
月
）、
巻
五
「
血
羅

衫
」「
玉
連
環
」
二
種
（
同
、
二
〇
一
一
年
六
月
）
の
版
式
を
見
る
と
、
上
記
三
種

と
同
版
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
ま
た
眉
山
市
老
紙
行
が
出
品
し
た
『
萃
美
集
』
巻

四
「
蘆
江
河
」（
二
〇
〇
九
年
九
月
）
は
、上
海
図
書
館
蔵
本
と
同
じ
く
単
行
本
の

案
証
で
あ
る
。

　
　
　
　

三　

案
証
の
全
容

　

案
証
と
は
、
も
と
も
と
明
太
祖
「
六
諭
」（
清
世
祖
「
聖
諭
六
訓
」）、
清
聖
祖

「
聖
諭
十
六
条
」（
清
高
宗
「
聖
諭
広
訓
」）
を
解
き
明
か
す
た
め
の
例
え
話
で
あ

り
、「
聖
諭
」
の
各
条
に
分
類
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、後
に
は
民
間
の
神
明
の

聖
諭
も
加
わ
っ
て
、
様
々
な
勧
善
の
主
旨
を
講
じ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
内
容
も

次
第
に
聴
衆
を
魅
了
す
る
た
め
に
物
語
性
の
あ
る
説
話
に
変
化
し
た
。『
萃
美
集
』

に
収
録
さ
れ
た
案
証
も
物
語
性
が
強
く
、
迫
害
を
受
け
た
弱
者
が
義
侠
の
援
助
を

受
け
て
幸
福
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
、
清
代
に
特
徴
的
で
あ
る
通
俗
的
な
義
侠
小

説
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

　

本
論
で
は
『
萃
美
集
』
の
案
証
を
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
、迫
害
と
抵
抗
の
物
語
、

二
三



虐
待
と
応
報
の
物
語
、
善
行
と
報
恩
の
物
語
、
冤
罪
と
雪
冤
の
物
語
、
弾
圧
と
逃

亡
の
物
語
に
分
類
し
て
、
こ
う
し
た
宣
講
の
物
語
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

１
．
迫
害
と
抵
抗
の
物
語

　

物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
単
純
で
爽
快
な
も
の
が
多
く
、
中
で
も
好
色
な
悪
人
が

貞
節
な
婦
人
を
強
奪
し
よ
う
と
す
る
が
、
義
侠
が
出
現
し
て
危
難
か
ら
救
出
し
、

悪
人
は
罰
を
受
け
る
と
い
う
内
容
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

　
「
会
円
寺
」（
全
二
十
五
葉
、
謳
八
場
）
は
、
好
色
な
富
豪
が
寡
婦
を
迫
害
し
、
姑

と
孫
が
危
難
を
逃
れ
て
復
讐
を
果
た
す
物
語
で
あ
り
、
義
侠
心
の
厚
い
尼
僧
が
登

場
し
て
寡
婦
を
救
出
し
、
貢
生
（
国
子
監
生
）
が
出
現
し
て
姑
と
孫
を
支
援
し
、

孫
は
成
長
し
て
八
府
巡
按
７

と
な
り
、
富
豪
を
捕
ら
え
て
復
讐
す
る
。

安
岳
県
（
四
川
）
の
王
岐
山
は
臨
終
に
妻
梅
氏
に
老
母
李
氏
と
子
吉
平
の
世
話
を
托

し
、再
婚
し
な
い
よ
う
に
諭
す
。
梅
氏
は
岐
山
に
再
婚
し
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
。
①

李
氏
は
岐
山
が
病
死
す
る
と
慟
哭
す
る〔
十
言
三
十
二
句
〕。
梅
氏
は
飢
饉
の
中
で
必

死
に
家
族
を
支
え
る
。
②
李
氏
は
梅
氏
が
苦
菜
を
食
べ
る
の
を
見
て
泣
く
〔
十
言
二

十
四
句
〕。
李
氏
は
梅
氏
に
再
婚
を
勧
め
る
。
梅
氏
は
再
婚
で
き
な
い
理
由
を
数
え
あ

げ
る
。
李
氏
が
病
気
に
な
る
と
梅
氏
は
割
股
を
行
う
。
③
梅
氏
は
神
明
に
祈
願
し
て

腕
の
肉
を
割
く〔
十
言
二
十
六
句
〕。
李
氏
は
肉
入
り
ス
ー
プ
を
飲
ん
で
病
気
が
回
復

す
る
。
富
豪
柳
四
官
人
は
関
媒
婆
を
通
じ
て
李
氏
に
結
納
を
贈
り
、
梅
氏
を
強
引
に

娶
る
。
④
梅
氏
は
李
氏
と
子
に
別
れ
を
告
げ
て
家
を
出
る〔
十
言
五
十
八
句
〕。
⑤
吉

平
は
母
を
奪
わ
れ
て
泣
く〔
十
言
十
八
句
〕。
李
氏
は
孫
の
吉
平
と
と
も
に
湖
広
孝
感

県
に
難
を
逃
れ
る
。
梅
氏
は
亡
夫
を
弔
う
こ
と
に
借
り
て
河
に
身
を
投
じ
よ
う
と
考

え
る
。
⑥
梅
氏
は
河
辺
で
亡
夫
を
祭
る〔
十
言
二
十
二
句
〕。
梅
氏
の
身
体
は
竜
宮
の

魚
類
に
守
ら
れ
、
観
音
寺
の
尼
僧
に
救
わ
れ
る
。
李
氏
は
会
円
寺
に
住
み
、
吉
平
は

貢
生
曹
彩
雲
に
見
込
ま
れ
る
。
⑦
吉
平
は
彩
雲
に
境
遇
を
語
る
〔
十
言
二
十
二
句
〕。

吉
平
は
彩
雲
の
支
援
で
読
書
し
て
状
元
に
及
第
し
、
嘉
靖
帝
に
よ
っ
て
八
府
巡
按
を

授
か
っ
て
帰
郷
す
る
。⑧
吉
平
は
家
族
が
見
つ
か
ら
ず
悲
嘆
す
る〔
十
言
二
十
八
句
〕。

吉
平
は
神
の
導
き
で
観
音
寺
に
至
る
。
⑨
梅
氏
は
李
氏
と
吉
平
の
安
否
を
神
に
祈
っ

て
い
る〔
十
言
三
十
八
句
〕。
家
族
は
再
会
す
る
。
吉
平
は
柳
四
官
人
と
関
媒
婆
を
極

刑
に
処
す
。

　
「
双
貞
姑
」（
全
二
十
四
葉
、
謳
八
場
）
で
は
、
寡
婦
が
近
所
の
婦
人
の
手
引
き
で

侵
入
し
た
好
色
な
富
豪
か
ら
身
を
守
る
た
め
殺
害
し
て
投
獄
さ
れ
、
そ
の
義
妹
も

無
頼
に
騙
さ
れ
て
遊
郭
に
売
ら
れ
て
入
水
自
殺
を
図
る
。
二
婦
は
高
官
に
救
出
さ

れ
て
朝
廷
に
表
彰
さ
れ
、
悪
人
は
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
。

福
平
県
８

の
李
中
和
員
外
の
長
男
玉
山
は
同
県
の
書
生
白
了
凡
の
一
女
金
花
と
婚
約

し
て
い
た
。
次
男
に
は
一
女
雪
桃
が
あ
っ
た
。
玉
山
が
病
死
す
る
と
、
①
金
花
は
墓

前
で
泣
い
て
再
婚
し
な
い
こ
と
を
誓
う〔
十
言
二
十
八
句
〕。
②
金
花
は
玉
山
の
妹
雪

桃
に
も
出
家
を
勧
め
る
〔
十
言
五
十
四
句
〕。
③
雪
桃
も
同
意
す
る
〔
十
言
六
十
句
〕。

雪
桃
は
父
母
に
告
げ
る
。
二
女
は
と
も
に
経
堂
で
修
行
す
る
。
④
金
花
は
近
所
の
婦

人
劉
四
娘
に
信
仰
を
説
く〔
七
言
十
六
句
〕。
金
花
は
四
娘
の
手
引
き
で
侵
入
し
た
好

色
な
富
豪
を
殺
害
し
て
投
獄
さ
れ
る
。
⑤
金
花
は
拷
問
に
泣
く
〔
十
言
二
十
六
句
〕。

二
四



⑥
雪
桃
は
金
花
に
面
会
し
、二
女
は
泣
き
合
う
〔
十
言
二
十
八
句
〕。
雪
桃
は
上
訴
し

に
行
く
途
中
で
無
頼
牛
金
に
騙
さ
れ
、
遊
郭
に
売
ら
れ
る
。
⑦
雪
花
は
女
将
に
事
情

を
訴
え
る
〔
十
言
二
十
六
句
〕。
雪
花
は
隙
を
見
て
川
に
飛
び
込
み
、吏
部
尚
書
劉
陞

に
救
わ
れ
る
。
⑧
雪
花
は
劉
陞
に
事
情
を
話
す〔
十
言
三
十
二
句
〕。
二
女
は
朝
廷
に

表
彰
さ
れ
、
牛
金
と
四
娘
は
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
。

　
「
破
鏡
合
」（
全
五
十
四
葉
、謳
十
六
場
）
は
、好
色
な
富
豪
と
朋
党
が
婦
女
を
強
奪

し
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
り
、
主
人
公
た
ち
が
危
難
を
避
け
て
逃
亡
す
る
ス
ト
ー

リ
ー
を
設
定
し
て
物
語
を
錯
綜
さ
せ
る
。
こ
の
物
語
も
義
侠
心
の
強
い
人
物
が
続

出
し
て
悪
人
を
退
け
る
。

三
元
県
（
陝
西
）
の
呉
彩
文
は
高
仁
潔
を
救
う
た
め
公
金
を
流
用
し
て
投
獄
さ
れ
、

①
妻
陳
秀
蓉
は
夫
を
救
お
う
と
泣
い
て
林
壁
山
に
訴
え
る〔
十
言
二
十
二
句
〕。
秀
蓉

は
富
豪
謝
全
恩
に
身
売
り
し
よ
う
と
す
る
が
、
林
璧
山
が
公
金
を
補
填
し
て
秀
蓉
を

救
う
。
②
璧
山
は
謝
全
恩
を
戒
め
る
〔
十
言
三
十
二
句
〕。
全
恩
は
璧
山
を
恨
ん
で

兵
糧
を
盗
ん
だ
と
誣
告
す
る
。
③
璧
山
の
妻
黄
氏
は
悲
し
ん
で
自
害
を
考
え
る
〔
十

言
十
六
句
〕。
④
壁
山
の
妹
宝
釵
は
嫂
を
な
だ
め
る
〔
十
言
十
四
句
〕。
⑤
秀
蓉
も
な

だ
め
る〔
十
言
十
八
句
〕。
全
恩
は
黄
氏
に
宝
釵
を
朋
党
楊
徳
華
に
嫁
が
せ
る
よ
う
迫

る
。
⑥
秀
蓉
は
宝
釵
の
代
わ
り
に
嫁
い
で
殺
す
と
言
っ
て
別
れ
を
告
げ
る
〔
十
言
十

二
句
〕。
宝
釵
は
形
見
に
破
鏡
を
渡
す
。
途
中
で
悪
船
頭
朱
童
が
全
恩
と
徳
華
を
殺
し

て
秀
蓉
を
奪
う
。
⑦
朱
童
の
母
雲
氏
は
朱
童
を
叱
っ
て
秀
蓉
を
養
女
と
し
て
保
護
す

る〔
十
言
三
十
二
句
〕。
宝
釵
は
彩
文
ら
と
鳳
陽
県
ま
で
逃
亡
し
て
無
頼
胡
廷
貴
に
襲

わ
れ
る
。
⑧
宝
釵
は
災
難
を
嘆
い
て
泣
く〔
十
言
二
十
八
句
〕。
仁
傑
は
そ
の
声
を
聞

い
て
宝
釵
を
救
出
す
る
。
宝
釵
の
婚
約
者
花
雲
亭
は
母
白
氏
の
命
で
林
家
に
向
か
う

が
、
途
中
で
従
者
坤
山
に
虎
邱
山
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
、
坤
山
は
白
氏
を
騙
し
て
家

財
を
持
ち
逃
げ
す
る
。
白
氏
は
三
元
県
に
向
か
い
、従
者
張
狗
児
に
金
を
奪
わ
れ
る
。

⑨
白
氏
は
身
の
不
孝
を
嘆
く
〔
十
言
二
十
四
句
〕。
白
氏
は
川
に
身
を
投
じ
る
が
、黄

氏
と
宝
釵
の
乗
っ
た
船
に
救
わ
れ
る
。
⑩
宝
釵
は
白
氏
に
事
情
を
話
し
て
誤
解
を
解

く
〔
十
言
六
十
二
句
〕９
。
雲
亭
は
助
か
る
が
、
再
び
坤
山
の
店
に
泊
ま
っ
て
毒
殺
さ

れ
、
観
音
大
士
に
救
わ
れ
て
雲
氏
の
家
で
秀
蓉
と
再
会
す
る
。
⑪
秀
蓉
は
泣
い
て
こ

れ
ま
で
の
経
緯
を
説
明
す
る〔
十
言
三
十
八
句
〕。
雲
亭
は
悪
人
曹
子
貴
が
秀
蓉
に
結

婚
を
迫
っ
て
い
る
と
聞
き
、
秀
蓉
に
扮
装
し
て
子
貴
に
嫁
ぎ
、
子
貴
が
父
親
の
葬
儀

で
不
在
の
間
、
妹
春
蓉
に
見
破
ら
れ
る
。
⑫
雲
亭
は
夫
人
に
事
情
を
説
明
す
る
〔
十

言
十
六
句
〕。
夫
人
は
春
蓉
と
婚
約
さ
せ
る
。
雲
氏
は
病
死
す
る
。
⑬
秀
蓉
は
泣
い
て

悲
し
む〔
十
言
二
十
二
句
〕。
花
亭
と
黄
麗
生
は
科
挙
に
及
第
す
る
。
秀
蓉
は
雲
氏
を

埋
葬
す
る
た
め
に
身
を
売
り
、
上
京
途
中
の
麗
生
の
妻
盧
氏
に
買
わ
れ
る
。
⑭
秀
蓉

は
麗
生
に
事
情
を
話
す
。
璧
山
・
花
亭
・
麗
生
は
科
挙
に
及
第
し
て
家
族
は
再
会
す

る
。
⑮
宝
釵
は
親
不
孝
な
状
元
を
罵
る
。
⑯
花
亭
は
母
に
事
情
を
話
し
て
許
し
を
請

う
。
壁
山
は
じ
め
一
同
は
再
会
し
、
坤
山
、
狗
児
は
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
。

　
「
献
西
瓜
」（
全
十
七
葉
、
謳
五
場
）
は
、
好
色
な
富
者
が
人
妻
を
強
奪
す
る
た
め

に
そ
の
夫
を
毒
殺
す
る
が
神
罰
を
被
る
と
い
う
事
件
を
述
べ
る
。

鳳
翔
府
（
陝
西
）
の
書
生
吳
繡
龍
は
読
書
し
か
知
ら
な
い
ま
じ
め
な
書
生
で
あ
っ
た
。

二
五



悪
妻
敖
氏
は
繡
龍
を
罵
っ
て
い
た
。
弟
繍
元
は
せ
む
し
で
あ
っ
た
が
妻
康
氏
は
不
満

を
言
わ
ず
、繍
龍
の
誕
生
日
に
出
か
け
る
。①
康
氏
は
敖
氏
に
女
子
の
心
構
え
を
説
く

〔
十
言
三
十
二
句
〕。
敖
氏
は
女
子
が
男
子
を
管
理
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
富
者
雷

仁
忠
は
康
氏
を
強
奪
す
る
た
め
、
西
瓜
を
食
べ
さ
せ
て
繍
元
を
毒
殺
し
、
敖
氏
に
賄

賂
を
渡
し
て
康
氏
が
秀
才
王
輔
亭
と
姦
通
し
て
殺
し
た
と
誣
告
さ
せ
る
。
②
輔
亭
は

冤
罪
を
叫
ぶ
〔
十
言
二
十
句
〕。
③
輔
亭
と
康
氏
は
冤
罪
を
叫
ぶ
〔
十
言
三
十
六
句
〕。

二
人
は
互
い
に
相
手
を
罵
る
が
、
敖
氏
に
陥
れ
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
、
拷
問
に
屈
し

て
姦
通
を
自
供
す
る
。
④
仁
忠
は
金
甲
神
に
追
わ
れ
て
誣
告
を
自
供
す
る
〔
十
言
三

十
八
句
〕。
⑤
続
い
て
敖
氏
も
誣
告
を
自
供
す
る
〔
十
言
三
十
八
句
〕。
県
令
は
輔
亭

と
康
氏
の
結
婚
の
仲
介
し
、
仁
忠
と
敖
氏
を
処
刑
す
る
。

　
「
七
層
楼
」（
全
二
十
七
葉
、
謳
七
場
）
で
は
、
好
色
な
悪
人
が
人
妻
に
恋
慕
し
て

そ
の
夫
を
毒
殺
し
、
盗
賊
が
義
侠
心
か
ら
証
言
し
て
始
め
て
事
件
は
解
決
す
る
。

高
県
（
四
川
）
の
徐
達
生
と
栄
生
兄
弟
、そ
の
妻
廬
氏
と
梁
氏
は
仲
が
良
か
っ
た
。
達

生
が
急
病
死
す
る
と
、①
栄
生
は
泣
い
て
悲
し
む
〔
十
言
二
十
二
句
〕。
悪
人
頼
春
山

は
栄
生
の
妻
梁
氏
に
恋
慕
し
て
、
痞
子
姚
存
厚
を
遣
っ
て
栄
生
を
七
層
楼
に
招
待
し

て
鴛
鴦
壺
で
毒
殺
す
る
が
、
梁
氏
も
楼
か
ら
飛
び
降
り
て
自
害
す
る
。
山
東
の
盗
賊

高
傑
は
頼
姚
二
人
の
密
談
を
聞
く
。
②
廬
氏
は
夢
に
栄
生
と
梁
氏
の
亡
霊
を
見
て
泣

く
〔
十
言
二
十
六
句
〕。
廬
氏
は
県
令
に
訴
え
る
が
、
県
令
は
収
賄
し
て
棄
却
す
る
。

廬
氏
は
省
城
に
赴
き
、③
泣
い
て
人
々
に
冤
罪
を
訴
え
る
〔
十
言
二
十
六
句
〕。
周
員

外
は
廬
氏
の
子
福
保
を
預
か
る
。
④
廬
氏
は
子
と
の
別
れ
を
悲
し
む
〔
十
言
三
十
四

句
〕。
県
令
劉
天
祐
は
高
県
に
赴
任
す
る
途
中
で
帽
子
を
風
に
飛
ば
さ
れ
、棺
を
開
い

て
検
屍
す
る
。
⑤
男
女
の
亡
霊
が
天
祐
の
夢
に
現
れ
て
訴
え
る
〔
十
言
二
十
八
句
〕。

県
令
は
頼
家
の
七
層
楼
に
上
る
が
、鴛
鴦
壺
を
発
見
で
き
ず
、挙
人
王
代
安
の
母
の
墓

を
発
い
た
罪
で
府
に
訴
え
ら
れ
る
。
⑥
県
令
は
事
件
の
解
決
に
期
限
を
切
ら
れ
て
悩

む
〔
十
言
三
十
句
〕。
そ
こ
に
盗
賊
高
傑
が
出
現
し
て
証
言
し
、挙
人
の
母
の
墓
の
下

か
ら
男
女
の
屍
体
を
発
見
す
る
。
⑦
廬
氏
は
義
弟
夫
婦
の
屍
体
を
見
て
悲
し
む
〔
十

言
二
十
八
句
〕。
県
令
は
頼
姚
二
人
を
裁
く
。

　
「
双
冠
誥
」（
全
四
十
一
葉
、
謳
十
二
場
）
で
は
、
好
色
な
権
力
者
が
二
人
の
女
性

を
強
奪
し
よ
う
と
す
る
が
、
女
性
た
ち
は
結
義
し
て
危
難
を
乗
り
越
え
、
誥
命
を

授
か
る
。

荊
陽
県
（
安
徽
）
の
林
岱
香
の
妻
張
蘭
香
は
、
岱
香
に
父
の
遺
訓
を
守
っ
て
読
書
す

る
よ
う
勧
め
、
装
飾
品
を
売
っ
て
科
挙
の
旅
費
を
作
る
。
蘭
香
は
留
守
中
に
子
茂
宣

を
生
む
。
こ
の
時
一
婦
人
が
現
れ
、
①
歴
城
県
の
武
者
趙
錦
屏
の
妻
孫
玉
娥
で
、
悪

人
馬
玉
山
の
魔
手
か
ら
逃
れ
て
来
た
と
言
う〔
十
言
二
十
句
〕。
蘭
香
は
玉
娥
と
義
姉

妹
と
な
る
。
岱
香
は
途
中
で
悪
人
王
麻
子
に
襲
わ
れ
、
錦
屏
に
救
わ
れ
て
義
兄
弟
と

な
る
。
富
者
呉
道
国
は
清
明
節
に
蘭
香
を
攫
っ
て
行
く
。
②
玉
娥
は
こ
れ
を
聞
い
て

嘆
く
〔
十
言
二
十
二
句
〕。
そ
こ
へ
錦
屏
が
岱
香
の
書
信
を
持
っ
て
現
れ
、凶
報
を
聞

く
。
③
蘭
香
は
富
者
を
罵
る
〔
十
言
十
二
句
〕。
富
者
は
拷
問
を
加
え
、④
蘭
香
は
三

歳
の
子
茂
宣
を
思
っ
て
泣
く
〔
十
言
三
十
句
〕。
錦
屏
が
富
者
を
殺
す
が
、蘭
香
は
官

に
突
き
出
さ
れ
、④
拷
問
に
泣
く
〔
十
言
三
十
四
句
〕。
錦
屏
は
玉
娥
と
茂
宣
を
連
れ
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て
逃
走
す
る
。
道
国
の
父
の
門
生
馬
玉
山
は
蘭
香
を
歴
城
へ
連
行
す
る
途
中
、
母
の

埋
葬
の
た
め
身
を
売
る
王
桂
英
を
買
っ
て
蘭
香
の
侍
女
と
す
る
。
⑤
桂
英
は
蘭
香
に

身
の
上
を
語
る〔
十
言
二
十
二
句
〕。
二
女
は
義
姉
妹
と
な
る
。
⑥
蘭
香
は
県
令
の
前

で
冤
罪
を
訴
え
る〔
十
言
二
十
四
句
〕。
玉
山
は
王
県
令
に
蘭
香
を
渡
す
よ
う
要
求
す

る
。県
令
は
短
刀
を
隠
し
た
白
扇
を
贈
っ
て
玉
山
を
殺
さ
せ
る
。⑦
桂
英
が
玉
山
を
殺

し
た
と
自
供
す
る
〔
十
言
三
十
四
句
〕。
新
県
令
に
代
わ
り
、⑧
蘭
香
は
拷
問
に
苦
し

む
〔
十
言
二
十
二
句
〕。
⑨
桂
英
は
気
絶
し
た
蘭
香
を
見
て
悲
し
む
〔
十
言
十
六
句
〕。

岱
香
は
三
年
後
に
学
台
と
な
り
山
東
に
帰
る
。
⑩
桂
英
が
馬
前
に
訴
え
〔
十
言
五
十

句
〕、
歴
城
に
来
て
蘭
香
と
再
会
す
る
。
聖
旨
に
よ
り
悪
人
に
制
裁
が
下
り
、
善
人
に

褒
賞
が
下
る
。⑪
玉
娥
は
茂
宣
に
実
の
親
を
教
え
て
読
書
を
勧
め〔
十
言
三
十
二
句
〕、

⑫
上
京
す
る
茂
宣
に
出
世
し
て
母
の
仇
を
討
つ
よ
う
告
げ
る〔
十
言
二
十
句
〕。
茂
宣

は
状
元
に
及
第
し
て
上
奏
し
、
悪
人
が
す
で
に
処
罰
さ
れ
た
と
知
り
、
父
母
と
再
会

す
る
。

　
「
血
羅
衫
」（
全
三
十
八
葉
、
謳
十
二
場
）
は
、
好
色
な
富
豪
が
人
妻
を
強
奪
し
よ

う
と
す
る
が
、
人
妻
は
危
難
を
逃
れ
、
男
装
し
て
出
陣
し
、
番
兵
を
平
定
す
る
。

犍
為
県
（
四
川
）
の
裴
宣
は
狩
猟
を
し
て
生
活
を
し
て
お
り
、
①
猟
に
出
る
前
に
妹

月
英
に
家
か
ら
出
な
い
よ
う
諭
す〔
七
言
十
六
句
〕。
②
月
英
も
裴
宣
を
安
心
さ
せ
る

〔
七
言
十
四
句
〕。
裴
宣
は
紅
雲
洞
の
千
年
黒
狐
を
捕
獲
す
る
。
月
英
は
黒
狐
を
逃
が

し
、
裴
宣
に
叱
ら
れ
る
。
月
英
は
王
鳳
鳴
と
婚
約
し
て
い
た
が
、
鳳
鳴
が
科
挙
の
た

め
上
京
す
る
と
、
好
色
な
富
豪
張
培
忠
が
部
下
熊
豹
に
鳳
鳴
の
殺
害
を
命
じ
る
。
③

鳳
鳴
は
命
乞
い
す
る
〔
十
言
二
十
句
〕。
熊
豹
は
鳳
鳴
と
義
兄
弟
と
な
り
、鳳
鳴
を
殺

し
た
と
偽
っ
て
報
告
す
る
。
④
月
英
は
凶
報
を
聞
い
て
鳳
鳴
を
祭
る
〔
十
言
三
十
二

句
〕。（
欠8

葉
裏
～10

葉
表
）
張
家
の
家
僕
秋
二
が
来
て
裴
宣
に
銀
五
十
両
を
渡
す
。

媒
酌
人
汪
二
姨
が
来
て
月
英
に
縁
談
を
勧
め
る
。
⑤
月
英
は
汪
媒
婆
を
罵
る
〔
十
言

十
四
句
〕。
月
英
は
王
家
に
弔
問
に
行
く
。
李
氏
は
鳳
鳴
の
死
を
悲
し
む
。
裴
宣
は
上

京
す
る
。
培
忠
は
偽
の
裴
宣
の
婚
約
書
を
見
せ
て
月
英
を
娶
ろ
う
と
す
る
。
⑥
月
英

は
そ
れ
を
聞
い
て
痛
哭
す
る〔
十
言
三
十
句
〕。
月
英
は
培
忠
を
殺
し
て
復
讐
す
る
と

い
う
。
⑦
王
夫
人
は
離
別
を
恐
れ
て
痛
哭
す
る
〔
十
言
四
十
四
句
〕。（
欠17

葉
裏
～

23

葉
表
）
月
英
は
培
忠
を
殺
害
し
、
熊
豹
と
狐
仙
が
救
う
。
月
英
は
逃
走
す
る
途
中

で
強
盗
捜
山
狗
・
活
埋
人
・
水
中
跳
・
浪
裡
鰍
に
捕
ま
り
、
捕
ら
え
ら
れ
て
い
た
盧

月
英
と
出
会
う
。
⑧
盧
月
英
は
身
の
上
を
語
る〔
十
言
二
十
六
句
〕。
⑨
月
英
も
身
の

上
を
語
る
〔
十
言
二
十
八
句
〕。
二
女
は
義
姉
妹
と
な
り
、
強
盗
ら
を
騙
し
て
殺
し
、

男
装
し
て
上
京
す
る
。
⑩
二
女
は
行
路
に
苦
し
む〔
十
言
二
十
二
句
〕。
二
女
は
退
職

し
た
五
馬
太
守
馬
仁
忠
の
家
に
泊
ま
る
。
裴
月
英
は
馬
太
守
に
娘
月
英
と
の
結
婚
を

勧
め
ら
れ
る
が
、
⑪
馬
月
英
に
正
体
が
ば
れ
て
事
情
を
打
ち
明
け
る
〔
十
言
三
十
四

句
〕。
三
女
は
義
理
の
姉
妹
の
契
り
を
結
ぶ
。
鳳
鳴
は
状
元
に
及
第
し
、裴
宣
は
神
か

ら
武
芸
を
授
け
ら
れ
て
熊
豹
と
と
も
に
辺
境
に
出
征
す
る
。
⑫
狐
仙
は
裴
月
英
に
法

力
を
授
け
る
〔
十
言
二
十
四
句
〕。
三
女
は
出
征
し
て
征
戦
を
援
助
し
、皆
は
凱
旋
し

て
帰
京
す
る
。
皇
帝
は
裴
・
馬
二
月
英
を
鳳
鳴
に
嫁
が
せ
、
盧
月
英
を
裴
宣
に
嫁
が

せ
る
。

　

な
お
こ
の
故
事
は
、
漢
川
善
書
『
三
月
英
』（
何
文
甫
抄
本
）
が
継
承
し
て
お
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り
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

明
朝
嘉
靖
年
間
、
四
川
犍
為
県
の
裴
宣
の
妹
月
英
は
尚
書
王
朝
善
の
子
鳳
鳴
と
婚
約

し
て
い
た
。
月
英
は
裴
宣
が
紅
雲
洞
で
捕
ら
え
た
黒
狐
を
放
っ
た
が
叱
ら
ず
、
食
事

を
共
に
す
る
。
①
裴
宣
は
月
英
に
躾
に
つ
い
て
諭
す〔
十
言
三
十
句
〕。
尚
書
王
朝
善

は
盗
賊
に
遭
っ
て
病
気
に
な
り
、②
臨
終
に
妻
に
遺
言
す
る
〔
十
言
二
十
四
句
〕。
月

英
の
婚
約
者
鳳
鳴
は
裴
宣
に
借
金
し
て
科
挙
を
受
験
す
る
。
③
鳳
鳴
の
母
は
送
別
す

る
〔
十
言
二
十
八
句
〕、鳳
鳴
の
回
詞
〔
十
言
二
十
八
句
〕。
悪
党
張
培
忠
は
月
英
を
奪

う
た
め
、
熊
豹
に
鳳
鳴
を
殺
さ
せ
る
。
④
夫
人
は
血
に
染
ま
っ
た
上
着
を
見
て
悲
し

む〔
十
言
二
十
八
句
〕。
月
英
は
復
讐
の
た
め
培
忠
に
嫁
ぐ
。
⑤
月
英
は
夫
人
に
別
れ

を
告
げ
る
〔
十
言
三
十
八
句
〕、
夫
人
の
回
詞
〔
十
言
二
十
句
〕。
月
英
は
培
忠
を
殺

し
て
逃
亡
す
る
が
、
盗
賊
に
捕
ま
り
、
⑥
土
牢
で
芦
月
英
と
出
会
う
〔
十
言
三
十
六

句
〕、
月
英
の
回
詞
〔
十
言
四
十
四
句
〕。
二
女
は
男
装
し
て
逃
走
し
、
⑦
雨
で
行
路

に
苦
し
み
悲
嘆
す
る〔
十
言
三
十
八
句
〕。
裴
月
英
は
兄
裴
宣
の
名
前
で
馬
翰
卿
の
娘

月
英
と
婚
礼
を
あ
げ
、⑧
馬
月
英
に
真
実
を
話
す
〔
十
言
六
十
句
〕。
鳳
鳴
は
張
の
部

下
熊
豹
に
救
わ
れ
て
、
と
も
に
番
邦
平
定
に
出
征
し
、
三
女
も
そ
れ
ぞ
れ
裴
宣
・
盧

相
・
馬
勝
と
な
の
っ
て
出
陣
し
、
馬
家
の
花
園
で
得
た
宝
物
花
瓶
を
使
っ
て
凱
旋
す

る
。
⑨
裴
月
英
は
元
帥
に
拝
謁
す
る
〔
十
言
四
十
八
句
〕、鳳
鳴
と
月
英
の
回
詞
〔
十

言
四
十
句
〕。
三
女
は
そ
れ
ぞ
れ
鳳
鳴
・
裴
宣
・
熊
豹
と
結
婚
す
る
。
媒
酌
人
汪
二
娘

は
口
が
腐
れ
て
死
ぬ
。

２
．
虐
待
と
応
報
の
物
語

　

い
わ
ゆ
る
家
庭
内
暴
力
で
あ
り
、
血
縁
の
な
い
後
妻
が
先
妻
の
子
を
虐
待
し
、

天
罰
を
被
る
と
い
う
内
容
の
物
語
が
多
い
。

　
「
雷
賜
銀
」（
全
十
七
葉
、
謳
五
場
）
で
は
、
家
族
を
虐
待
す
る
次
男
の
嫁
に
雷
が

落
ち
る
。

長
寿
県
（
四
川
）
張
祐
中
の
次
男
全
貴
の
妻
雷
氏
は
躾
が
悪
く
、
①
厨
房
で
長
男
全

富
の
妻
劉
氏
を
罵
る〔
七
言
三
十
四
句
〕。
全
富
夫
婦
は
分
家
し
て
西
荘
に
追
い
出
さ

れ
る
。
②
姑
楊
氏
が
雷
氏
に
罵
ら
れ
て
泣
く〔
十
言
二
十
六
句
〕。
③
祐
中
が
雷
氏
に

酷
使
さ
れ
て
泣
く〔
十
言
三
十
句
〕。
④
祐
中
は
誕
生
祝
い
に
迎
え
に
来
た
楊
氏
と
孫

長
生
に
苦
し
み
を
訴
え
る
〔
十
言
十
八
句
〕。
⑤
楊
氏
も
泣
い
て
雷
氏
を
罵
る
〔
十
言

二
十
句
〕。
長
男
夫
婦
は
老
父
を
引
き
取
り
、
雷
氏
夫
婦
は
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
。

　
「
鸚
鵡
報
」（
全
四
十
一
葉
、
謳
十
三
場
）
は
、
先
妻
の
子
と
嫁
を
虐
待
す
る
後
妻

が
竈
神
に
譴
責
さ
れ
る
。
離
散
し
た
子
と
そ
の
妻
、
弟
は
再
会
す
る
。

①
犍
為
県
（
四
川
）
の
孟
忠
信
は
臨
終
に
後
妻
朱
氏
に
後
を
託
す
〔
十
言
三
十
六
句
〕。

朱
氏
が
孤
独
に
耐
え
ら
れ
ず
病
気
に
な
る
と
、
②
長
男
長
発
夫
婦
は
心
配
し
て
股
肝

を
割
い
て
食
べ
さ
せ
る
〔
十
言
二
十
句
〕。
朱
氏
は
長
発
の
毒
殺
を
謀
る
が
、③
次
男

長
春
が
母
を
諫
め
る〔
十
言
三
十
二
句
〕。
朱
氏
は
甥
朱
貴
に
命
じ
て
偽
金
を
作
ら
せ

長
発
に
持
た
せ
て
商
売
に
出
す
が
、
長
春
が
別
に
金
を
贈
る
。
朱
氏
は
嫁
王
氏
を
虐

待
し
、
④
王
氏
は
泣
い
て
許
し
を
請
う
〔
十
言
四
十
二
句
〕。
長
春
は
嫂
を
気
遣
う
。
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長
発
は
偽
金
を
使
っ
て
捕
ま
り
、
⑤
官
に
弁
明
す
る
が
、
継
母
を
庇
う
〔
十
言
五
十

六
句
〕。
官
は
孝
子
と
見
て
役
所
に
留
め
て
読
書
さ
せ
る
。
⑥
王
氏
は
虐
待
さ
れ
長
発

の
帰
り
を
待
つ
〔
十
言
五
十
六
句
〕。
⑦
長
春
は
朱
氏
を
諫
め
る
〔
十
言
三
十
二
句
〕。

朱
氏
は
甥
に
命
じ
て
王
氏
を
商
人
周
培
仁
に
売
る
。
⑧
王
氏
は
事
情
を
商
人
に
訴
え

る〔
十
言
十
六
句
〕。
商
人
は
王
氏
を
義
妹
と
す
る
。
長
春
は
兄
嫂
を
捜
し
に
出
て
二

龍
岡
で
山
賊
汪
四
狗
に
荷
物
を
奪
わ
れ
、⑨
運
の
拙
さ
を
悲
し
む〔
十
言
二
十
六
句
〕。

長
発
は
科
挙
に
及
第
し
て
兵
糧
の
運
搬
を
命
じ
ら
れ
る
。
長
春
は
真
武
廟
で
兵
法
を

伝
授
さ
れ
、
二
龍
橋
で
官
員
に
出
会
っ
て
、
⑩
身
分
を
語
る
〔
十
言
三
十
二
句
〕。
⑪

官
員
は
弟
と
知
っ
て
喜
ぶ〔
七
言
三
十
二
句
〕。
陳
大
老
の
鸚
鵡
が
王
氏
の
所
在
を
知

ら
せ
る
。
⑫
王
氏
が
長
発
に
身
分
を
語
る〔
十
言
四
十
四
句
〕。
⑬
朱
氏
は
竈
神
の
譴

責
に
遭
い
、罪
を
告
白
す
る〔
十
言
六
十
句
〕。
甥
と
汪
四
狗
は
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
。

　
「
善
縁
礄
」（
全
十
八
葉
、
謳
六
場
）
で
は
、
嫂
が
幼
い
義
弟
を
虐
待
す
る
が
、
義

弟
は
唖
女
と
出
会
っ
て
出
世
し
、
嫂
は
罪
を
自
供
し
て
死
ぬ
。

富
順
県
（
四
川
）
の
尹
顕
栄
に
は
妻
王
氏
と
三
歳
の
弟
培
栄
が
あ
り
、
父
が
救
っ
た

白
犬
を
飼
っ
て
い
た
。
王
氏
は
顕
栄
が
子
一
生
よ
り
培
栄
を
可
愛
が
る
の
に
不
満
を

抱
く
。
①
顕
栄
は
培
栄
が
母
を
求
め
る
の
で
不
憫
に
思
う〔
十
言
二
十
句
〕。
犍
為
県

の
員
外
毛
松
雲
と
妻
李
氏
に
は
娘
彩
霞
が
あ
り
、
霊
祖
大
帝
が
彩
霞
が
将
来
一
品
夫

人
に
な
る
た
め
唖
者
に
し
、
夢
に
観
音
菩
薩
が
夫
に
な
る
人
に
会
え
ば
治
る
と
告
げ

る
。
培
栄
が
成
長
し
て
顕
栄
が
揚
州
に
売
り
掛
け
の
取
り
立
て
に
出
か
け
る
と
、
王

氏
は
培
栄
を
虐
待
し
、②
倍
栄
は
父
母
の
墓
前
で
泣
く
〔
十
言
二
十
八
句
〕。
王
氏
は

毒
殺
を
謀
る
が
白
犬
が
毒
を
銜
え
去
る
。
王
氏
は
酒
を
大
量
に
飲
ま
せ
て
殺
し
、
古

井
戸
に
落
と
す
。
③
培
栄
は
井
戸
の
中
で
泣
く〔
十
言
二
十
六
句
〕。
培
栄
は
雇
用
人

に
救
わ
れ
た
後	

空
中
の
声
を
聞
い
て
乞
食
を
し
て
兄
を
捜
し
、
④
犍
為
県
で
訓
女
歌

を
歌
う〔
十
言
六
十
二
句
〕。
毛
員
外
松
雲
の
娘
彩
霞
は
こ
れ
を
聞
い
て
唖
が
治
っ
て

言
葉
を
発
す
る
。員
外
は
妻
李
氏
を
説
得
し
て
培
栄
を
家
に
住
ま
わ
せ
て
読
書
さ
せ
、

培
栄
は
翰
林
に
及
第
す
る
。
⑤
員
外
は
李
氏
に
培
栄
の
感
謝
の
手
紙
を
読
ん
で
聞
か

せ
る
〔
十
言
十
二
句
〕。
培
栄
は
帰
郷
し
て
善
縁
橋
に
至
り
、落
魄
し
た
兄
顕
栄
と
再

会
し
帰
宅
す
る
と
、
⑥
王
氏
は
倒
れ
て
罪
を
自
供
し
て
死
ぬ
〔
十
言
四
十
六
句
〕。

　
「
賽
包
公
」（
全
十
七
葉
、
謳
五
場
）
は
、
包
公
案
の
翻
案
で
あ
り
、
恩
知
ら
ず
の

夫
が
妻
を
殺
害
す
る
難
事
件
で
、
官
は
亡
霊
の
訴
え
を
聴
い
て
解
決
す
る
。

酉
陽
県
（
四
川
）
の
王
屛
山
と
妻
肖
氏
に
は
娘
桂
英
が
あ
り
、
姜
明
朗
に
嫁
い
で
い

た
。
屛
山
は
明
朗
に
読
書
さ
せ
る
。
①
桂
英
は
明
朗
に
読
書
を
勧
め
る
〔
十
言
二
十

四
句
〕。
し
か
し
明
朗
は
桂
英
の
醜
貌
を
嫌
っ
て
省
城
の
旅
館
の
女
将
劉
春
香
と
懇

ろ
に
な
り
、
落
第
し
て
帰
宅
し
て
桂
英
を
虐
待
す
る
。
②
桂
英
は
泣
い
て
我
慢
す
る

〔
十
言
三
十
八
句
〕。
明
朗
は
春
香
を
娶
り
、
母
劉
氏
に
罵
ら
れ
る
。
二
人
は
共
謀
し

て
劉
氏
の
留
守
中
に
妻
王
桂
英
の
頭
に
釘
を
打
ち
こ
ん
で
殺
害
す
る
。
③
劉
氏
は
凶

報
を
聞
い
て
悲
し
み
、神
に
訴
え
る
〔
十
言
四
十
六
句
〕。
王
氏
の
亡
霊
は
病
気
の
劉

氏
に
飴
を
与
え
、④
劉
氏
は
泣
い
て
感
動
す
る
〔
十
言
二
十
二
句
〕。
県
令
羅
洪
璧
は

母
の
誕
生
祝
い
に
包
公
劇
を
上
演
す
る
と
、
王
氏
の
亡
霊
が
出
現
し
て
俳
優
を
脅
か

す
。
洪
璧
は
包
公
に
扮
し
て
舞
台
に
上
が
る
と
、
⑤
王
氏
の
亡
霊
は
訴
え
る
〔
十
言

二
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二
十
二
句
〕。
洪
璧
は
棺
を
開
け
て
屍
体
を
検
査
し
、
二
人
を
極
刑
に
処
す
る
。

　
「
盧
江
河
」（
全
二
十
九
葉
、
謳
七
場
）
は
、
継
母
が
前
妻
の
子
を
虐
待
す
る
が
、

継
母
の
娘
が
何
か
に
つ
け
て
庇
護
し
、
事
な
き
を
得
る
。　

安
平
県
（
河
北
）
の
富
豪
朱
茂
林
は
妻
楊
氏
と
の
間
に
一
子
全
科
が
い
た
。
①
楊
氏

は
臨
終
に
遺
言
を
残
す〔
十
言
二
十
四
句
〕。
②
茂
林
は
全
科
が
母
を
求
め
る
の
で
泣

く
〔
十
言
二
十
二
句
〕。
後
妻
王
氏
は
陰
ひ
な
た
が
あ
り
、茂
林
が
不
在
の
時
に
は
全

科
を
な
ぶ
る
。
王
氏
は
一
女
鳳
姑
を
儲
け
る
。
茂
林
は
近
隣
の
林
尚
香
の
娘
岱
玉
を

全
科
の
嫁
に
娶
り
、
鳳
姑
の
助
言
を
聞
い
て
朱
家
に
迎
え
る
。
王
氏
は
茂
林
が
病
死

す
る
と
全
科
夫
妻
を
い
た
ぶ
り
、
全
科
に
薪
を
運
ば
せ
て
失
敗
す
る
と
棒
で
殴
打
す

る
。
③
鳳
姑
は
そ
れ
を
見
て
泣
い
て
王
氏
を
戒
め
る〔
十
言
三
十
句
〕。
王
氏
は
奸
計

を
案
じ
て
全
科
に
薪
小
屋
で
読
書
さ
せ
放
火
す
る
。
全
科
は
鳳
姑
の
諫
め
も
聴
か
ず

小
屋
を
出
な
い
が
、
山
で
救
っ
た
子
犬
が
全
科
の
衣
服
の
裾
を
く
わ
え
て
洞
を
通
じ

て
外
に
導
く
。
④
鳳
姑
は
火
を
見
て
全
科
と
生
死
を
共
に
す
る
と
言
っ
て
痛
哭
す
る

〔
十
言
二
十
二
句
〕。
全
科
は
鳳
姑
を
慰
め
る
。
王
氏
は
毒
薬
で
全
科
を
殺
そ
う
と
た

く
ら
む
。
鳳
姑
は
近
所
の
田
大
嫂
に
頼
ん
で
補
薬
を
買
わ
せ
、
王
氏
が
買
っ
た
毒
薬

と
す
り
替
え
る
。
鳳
姑
は
全
科
に
家
を
出
る
よ
う
勧
め
、
全
科
は
王
氏
を
悲
し
ま
せ

な
い
よ
う
に
、
盧
江
河
の
河
畔
に
遺
書
と
靴
を
置
い
て
出
て
行
く
。
⑤
鳳
姑
は
涙
な

が
ら
に
全
科
の
遺
書
を
読
み
上
げ
る
〔
十
言
二
十
四
句
〕。
林
氏
が
懐
妊
す
る
と
、鳳

姑
は
田
大
嫂
に
頼
ん
で
出
産
し
た
子
供
を
溺
死
さ
せ
た
女
児
と
す
り
替
え
さ
せ
て
王

氏
に
渡
す
。
⑥
王
氏
は
鳳
姑
か
ら
子
供
の
重
大
さ
を
聞
か
さ
れ
て
悔
悟
す
る
〔
十
言

三
十
六
句
〕。
⑦
鳳
姑
は
田
大
嫂
を
主
席
に
座
ら
せ
、真
実
を
打
ち
明
け
る
〔
十
言
五

十
句
〕。
王
氏
は
孫
天
保
を
抱
い
て
鳳
姑
に
感
謝
す
る
。
全
科
は
揚
州
で
身
を
売
っ
て

兄
を
埋
葬
し
よ
う
と
す
る
鄭
坤
元
に
銀
二
百
両
を
渡
し
て
救
う
。
そ
こ
へ
頼
老
大
が

迎
え
に
来
る
。

　
「
審
磨
子
」（
二
十
七
葉
、
謳
十
七
場
）
は
、
後
妻
が
そ
の
甥
と
共
謀
し
て
先
妻
の

子
を
虐
待
す
る
物
語
で
あ
り
、
後
妻
は
天
を
欺
く
こ
と
は
で
き
ず
、
罪
を
自
供
し

て
極
刑
に
処
さ
れ
る
。

　

宋
朝
仁
宗
の
時
、
陝
西
省
漢
中
府
郿
県
九
洞
橋
の
そ
ば
に
劉
子
忠
、
子
明
兄
弟
が
い

た
。
子
忠
は
岳
池
県
の
知
県
に
ま
で
な
っ
た
が
、
丁
憂
で
帰
郷
し
、
妻
陳
氏
が
病
死

し
た
た
め
、馬
氏
を
娶
っ
た
が
甥
馬
保
と
悪
行
を
尽
く
し
て
い
た
。子
明
は
妻
王
氏
と

の
間
に
一
子
定
生
が
い
た
。
馬
氏
が
騒
ぐ
の
で
兄
弟
は
分
家
す
る
。
子
忠
は
馬
保
を

同
伴
し
て
岳
池
県
の
陳
学
古
の
借
金
を
取
り
立
て
に
行
く
が
、
陳
家
は
落
ち
ぶ
れ
て

い
て
、
子
陳
良
と
争
い
に
な
り
、
子
忠
は
陳
良
を
打
ち
殺
す
。
①
子
忠
は
張
県
官
に

経
緯
を
話
す〔
七
言
二
十
六
句
〕。
馬
氏
が
救
わ
な
い
た
め
子
明
と
王
氏
は
岳
池
県
に

駆
け
つ
け
る
。
②
子
忠
は
自
分
が
犯
人
だ
と
訴
え
る〔
七
言
二
十
句
〕。
③
子
明
も
自

分
が
犯
人
だ
と
訴
え
る〔
七
言
十
句
〕。
④
官
は
生
牌
と
死
牌
を
引
か
せ
て
決
め
る
と

告
げ
る〔
七
言
二
十
二
句
〕。
子
明
は
兄
の
死
牌
を
取
っ
て
死
罪
と
な
る
。
⑤
兄
弟
は

獄
中
で
面
会
し
て
互
い
に
痛
哭
す
る〔
七
言
十
句
〕。
⑥
定
生
は
父
と
面
会
し
て
互
い

に
泣
く〔
十
言
三
十
四
句
〕。
太
白
金
星
は
文
曲
星
劉
子
明
に
温
暖
丸
を
口
に
含
ま
せ

て
死
体
の
腐
敗
を
防
ぐ
。
⑦
定
生
は
父
の
死
体
を
抱
い
て
痛
哭
す
る
〔
十
言
十
句
〕。

三
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⑧
王
氏
は
帰
郷
し
た
子
明
の
棺
を
見
て
泣
く〔
十
言
二
十
二
句
〕。
⑨
子
忠
は
王
氏
を

慰
め
る
〔
七
言
十
八
句
〕。
⑩
馬
氏
は
王
氏
が
家
を
出
な
い
と
言
う
の
で
罵
る
〔
七
言

十
八
句
〕。
⑪
王
氏
は
家
を
追
い
出
さ
れ
て
河
に
身
投
げ
す
る
〔
十
言
二
十
句
〕。
吏

部
天
官
文
彦
修
の
夫
人
陳
氏
が
そ
れ
を
見
て
救
い
、
養
女
と
し
て
同
伴
し
て
上
京
す

る
。
馬
氏
は
定
生
に
罪
人
を
演
じ
さ
せ
て
拷
問
す
る
。
⑫
定
生
は
必
死
に
許
し
を
請

う
〔
十
言
六
句
〕。
馬
氏
は
馬
保
の
奸
計
を
用
い
て
焼
い
た
盌
を
定
生
に
持
た
せ
る
。

⑬
盌
を
落
と
し
て
子
忠
に
打
た
れ
た
定
生
は
、
子
明
の
墓
前
で
痛
哭
す
る
〔
十
言
二

十
二
句
〕。馬
氏
は
馬
保
の
奸
計
を
用
い
て
小
磨
を
首
に
懸
け
て
定
生
を
殺
す
こ
と
に

す
る
が
、
定
生
が
子
忠
と
寝
床
を
換
え
た
た
め
、
誤
っ
て
子
忠
を
殺
す
。
張
県
官
は

現
場
検
証
を
し
て
被
疑
者
を
県
に
連
行
す
る
。
⑭
馬
氏
は
訴
え
を
述
べ
る
〔
七
言
四

十
四
句
〕。
⑮
定
生
は
訴
え
を
述
べ
る〔
十
言
五
十
二
句
〕。
官
は
小
磨
を
拷
問
す
る
。

⑯
旋
風
が
起
こ
っ
て
馬
氏
が
真
相
を
語
り
、
善
悪
の
応
報
を
告
げ
る
〔
七
言
二
十
二

句
〕。
県
官
は
馬
氏
と
馬
保
を
極
刑
に
処
し
、子
明
は
蘇
生
す
る
。
定
生
は
状
元
に
及

第
し
て
郿
県
知
県
と
な
り
、
母
王
氏
と
再
会
す
る
。
⑰
王
氏
と
状
元
は
互
い
に
身
の

上
を
明
か
す
〔
七
言
五
十
二
句
〕。
母
子
は
文
家
を
訪
れ
て
夫
人
に
挨
拶
す
る
。

　
「
桂
花
橋
」（
十
七
葉
、
謳
五
場
）
は
、
後
妻
が
夫
の
死
後
に
先
妻
を
殺
害
す
る
。

先
妻
の
子
は
竈
神
に
庇
護
さ
れ
て
難
を
免
れ
、
出
世
し
て
母
の
無
念
を
晴
ら
す
。

本
朝
乾
隆
時
江
南
常
州
府
黄
池
県
に
国
学
生
王
必
達
が
お
り
、
富
豪
で
善
行
を
好
ん

だ
が
賢
妻
謝
氏
と
の
間
に
は
子
供
が
な
か
っ
た
。
謝
氏
は
養
子
を
取
る
こ
と
を
承
知

せ
ず
、
妾
林
氏
を
娶
り
、
一
子
定
国
を
生
む
が
、
林
氏
は
性
格
が
悪
か
っ
た
。
謝
氏

に
も
一
子
定
邦
が
生
ま
れ
た
。
①
必
達
は
危
篤
に
な
り
後
を
二
婦
に
託
す
〔
十
言
十

八
句
〕。
二
婦
と
二
子
は
仲
が
悪
く
な
り
、
謝
氏
の
背
に
瘡
が
で
き
る
と
、
林
氏
は
針

で
瘡
を
刺
し
て
謝
氏
を
殺
す
。
さ
ら
に
定
邦
を
菜
刀
で
殺
そ
う
と
す
る
が
、
身
震
い

が
起
き
て
刀
を
落
と
し
た
た
め
や
め
る
。
竈
君
が
救
っ
た
の
で
あ
る
。
林
氏
は
定
邦

に
ぼ
ろ
を
着
せ
て
桂
花
橋
に
置
き
去
り
に
す
る
が
、
ぼ
ろ
に
は
周
恒
泰
の
借
金
銭
二

百
串
の
字
約
（
証
文
）
が
あ
っ
た
。
趙
光
前
・
熊
正
綱
が
見
つ
け
て
陝
西
の
亢
員
外

が
引
き
取
り
、
熹
来
と
名
付
け
て
学
問
を
さ
せ
、
娘
秀
英
を
娶
ら
せ
る
。
熹
来
は
科

挙
に
合
格
し
て
黄
池
県
の
知
県
と
し
て
赴
任
す
る
。
②
熹
来
は
員
外
か
ら
身
の
上
を

聞
い
て
員
外
に
別
れ
を
告
げ
る〔
十
言
十
八
句
〕。
③
謝
氏
の
亡
霊
は
土
地
神
の
示
唆

で
熹
来
の
夢
で
訴
え
る〔
十
言
三
十
六
句
〕。
林
氏
母
子
は
家
産
を
蕩
尽
し
て
周
恒
泰

か
ら
負
債
を
回
収
し
よ
う
と
考
え
る
。
熹
来
は
桂
花
橋
で
母
子
に
遭
っ
て
身
の
上
を

明
か
す
。
④
林
氏
は
熹
来
に
わ
び
る〔
十
言
二
十
四
句
〕。
恒
泰
は
借
金
を
返
そ
う
と

し
な
い
が
、
熹
来
が
証
文
を
見
せ
る
と
金
利
併
せ
て
銭
一
千
百
六
十
串
を
返
す
。
熹

来
は
母
の
死
因
を
知
る
た
め
、
墓
を
移
す
と
言
う
。
乾
隆
帝
は
江
南
の
賢
者
を
訪
ね

て
そ
の
現
場
を
見
る
。
⑤
熹
来
は
墓
か
ら
銀
の
針
を
見
つ
け
て
泣
き
出
す
〔
十
言
三

十
八
句
〕。
乾
隆
帝
が
天
罰
が
下
る
べ
き
だ
と
叫
ぶ
と
、林
氏
に
雷
が
落
ち
て
焼
死
す

る
。
謝
氏
が
林
氏
を
捕
ら
え
て
冥
王
に
質
す
と
、
冥
王
は
判
官
に
善
悪
簿
を
調
べ
さ

せ
て
二
婦
の
前
世
で
妯
娌
で
あ
っ
た
と
告
げ
る
。
乾
隆
帝
は
熹
来
に
西
安
知
府
を
授

け
、
員
外
に
は
大
夫
の
職
を
賜
う
。

３
．
善
行
と
報
恩
の
物
語

　
「
雲
霞
洞
」（
五
十
葉
、
謳
十
二
場
）
で
は
、
善
良
な
主
人
公
の
子
女
が
兵
乱
を
避

三
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け
て
逃
亡
し
、
恩
を
授
け
た
人
物
の
援
助
を
受
け
た
り
、
神
助
を
得
た
り
し
て
危

難
を
乗
り
越
え
兵
乱
を
平
定
す
る
。

京
陵
県
の
富
者
蘇
通
貴
と
妻
厳
氏
は
善
行
に
努
め
、
登
金
・
登
榜
・
雲
霞
の
二
男
一

女
を
儲
け
る
。
洪
水
で
溺
れ
る
鴻
雁
・
毛
犬
・
黒
猿
を
救
う
。
ま
た
川
に
身
を
投
げ

る
男
も
救
う
。
①
男
は
黄
忠
善
と
い
い
、
兄
忠
礼
が
張
善
洪
に
誣
告
さ
れ
た
と
言
う

〔
十
言
二
十
六
句
〕。
②
婦
人
李
氏
は
夫
兪
福
田
が
父
を
葬
る
た
め
、
王
客
人
と
の
再

婚
を
命
じ
ら
れ
た
と
悲
し
む〔
十
言
十
八
句
〕。
通
貴
は
費
用
を
援
助
し
て
夫
婦
を
救

う
。
③
女
子
蓮
香
は
母
杜
氏
の
死
体
を
守
っ
て
泣
く〔
十
言
十
四
句
〕。
通
貴
は
蓮
香

を
養
う
。
登
金
は
周
氏
を
娶
り
、
④
通
貴
夫
妻
は
遺
訓
を
述
べ
て
死
去
す
る
〔
十
言

四
十
四
句
〕。
柳
雲
亭
が
岳
父
の
弔
問
か
た
が
た
借
金
に
来
る
。
雲
霞
は
雲
亭
を
将
来

有
望
と
見
、
蓮
香
に
勧
め
ら
れ
花
園
で
金
を
贈
っ
て
上
京
さ
せ
る
。
海
南
の
盗
賊
が

京
陵
を
襲
い
、⑤
蘇
兄
弟
は
泣
い
て
別
々
に
逃
亡
す
る
〔
十
言
十
六
句
〕。
登
榜
が
崖

か
ら
飛
び
降
り
る
と
黒
猿
か
ら
救
わ
れ
る
。
黒
猿
は
周
氏
も
救
い
、
忠
善
は
通
貴
の

嫁
だ
と
知
っ
て
黄
家
で
養
う
。
雲
霞
と
蓮
香
は
川
に
飛
び
込
み
、
蓮
香
は
漁
師
芳
雲

に
救
わ
れ
て
養
女
に
な
る
。
登
金
は
川
に
身
を
投
げ
る
と
黒
狐
が
救
っ
て
雲
霞
洞
に

匿
い
、
兵
法
を
授
け
る
。
建
康
の
全
豹
は
張
翁
の
娘
秀
英
を
強
奪
す
る
が
、
秀
英
は

縊
死
し
た
た
め
、
次
に
芳
雲
の
家
に
住
む
雲
霞
を
狙
う
。
⑥
蓮
香
は
雲
霞
の
身
代
わ

り
に
な
る
と
言
う〔
十
言
三
十
八
句
〕。
蓮
香
は
全
豹
に
嫁
い
で
刺
し
殺
す
。
劉
氏
と

雲
霞
は
陰
都
に
至
り
、
悪
人
黄
道
貴
に
強
奪
さ
れ
る
。
⑦
劉
氏
は
官
に
訴
え
る
〔
十

言
三
十
二
句
〕。
劉
県
令
は
劉
氏
を
観
音
寺
に
置
く
。
雲
霞
は
道
貴
を
打
ち
殺
し
、土

牢
に
監
禁
さ
れ
る
が
、
黒
猿
が
饅
頭
を
運
ぶ
。
⑧
鴻
雁
に
血
書
を
託
す
〔
十
言
三
十

四
句
〕。
⑨
劉
氏
は
血
書
を
見
て
悲
し
む
〔
十
言
三
十
四
句
〕。
黒
猿
は
登
榜
を
潼
関

に
送
る
。
狐
仙
は
登
金
を
洞
か
ら
出
す
。
忠
善
は
周
氏
と
義
兄
妹
と
な
り
、
官
保
を

連
れ
て
建
康
に
行
き
、
芳
雲
か
ら
蓮
香
・
雲
霞
の
こ
と
を
聞
く
。
芳
雲
は
周
氏
が
蓮

香
の
嫂
と
知
る
。
そ
こ
へ
兪
福
田
夫
妻
が
来
る
。
忠
善
は
護
送
さ
れ
る
蓮
香
を
救
う

こ
と
を
提
案
し
て
実
行
す
る
。
⑩
劉
氏
は
雲
亭
・
登
金
・
登
榜
に
会
っ
て
、
雲
霞
が

土
牢
に
監
禁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
る〔
十
言
三
十
六
句
〕。
黒
猿
と
狐
仙
は
雲
霞

を
救
い
洞
に
匿
う
。
⑪
狐
仙
は
雲
霞
の
兄
た
ち
に
兵
乱
を
平
定
さ
せ
た
こ
と
を
告
げ

〔
十
言
三
十
四
句
〕、
火
龍
珠
・
杪
木
箭
・
捆
仙
縄
を
授
け
て
下
山
さ
せ
る
。
雲
霞
は

殷
鸞
英
・
馬
貴
英
・
高
秀
英
の
飛
刀
を
打
ち
破
っ
て
投
降
さ
せ
る
。
諸
将
は
褒
賞
を

受
け
る
。
⑫
狐
仙
は
皇
帝
に
別
れ
を
告
げ
る〔
十
言
二
十
八
句
〕。
皇
帝
は
狐
仙
を
神

に
封
じ
る
。

４
．
冤
罪
と
雪
冤
の
物
語

　

�「
双
冤
曲
」（
二
十
四
葉
、
謳
九
場
）
は
、
善
良
な
農
民
と
そ
の
妻
が
同
時
に
殺
人

の
罪
を
被
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事
件
を
述
べ
、
義
侠
心
の
厚
い
盗
賊
、
孝
子
を
支

持
す
る
県
令
や
学
院
、
殺
害
さ
れ
た
亡
霊
が
事
件
の
解
決
に
協
力
す
る
。

雲
陽
県
（
四
川
）
の
許
正
大
と
妻
謝
氏
は
善
人
で
あ
っ
た
。
母
李
氏
は
謝
氏
が
竈
君

六
戒
を
守
っ
て
い
る
の
で
子
を
授
か
る
と
予
言
す
る
。
近
所
の
張
洪
加
は
不
孝
者
で

母
楊
氏
に
食
事
を
与
え
な
か
っ
た
。①
楊
氏
は
天
を
仰
い
で
嘆
く〔
十
言
三
十
二
句
〕。

近
所
の
富
者
何
廷
祥
は
正
大
の
田
畑
を
奪
う
た
め
、
雇
用
人
を
毒
殺
し
て
裏
庭
に
首

を
投
げ
入
れ
よ
う
と
図
る
が
、洪
加
に
見
ら
れ
て
つ
い
で
に
刺
殺
す
る
。隣
人
羅
成
仙

三
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が
首
を
見
つ
け
て
県
に
訴
え
る
．
②
正
大
は
冤
罪
を
訴
え
〔
十
言
三
十
二
句
〕、③
獄

中
に
面
会
に
来
た
謝
氏
に
後
を
託
す〔
十
言
二
十
八
句
〕。
盗
賊
張
了
凡
が
人
助
け
を

し
て
正
大
の
家
に
来
る
。
近
隣
の
悪
人
李
鉄
牛
は
謝
氏
を
姦
淫
し
よ
う
と
謀
り
、
李

氏
と
子
桂
喜
を
殺
そ
う
と
す
る
。
④
謝
氏
は
鉄
牛
に
許
し
を
請
う
〔
十
言
二
十
句
〕。

了
凡
は
こ
れ
を
見
て
鉄
牛
を
殺
す
が
、謝
氏
が
冤
罪
を
被
り
、⑤
謝
氏
は
官
に
冤
罪
を

訴
え
る
〔
十
言
六
十
句
〕。
⑥
桂
喜
は
謝
氏
に
面
会
し
て
悲
し
む
〔
十
言
二
十
六
句
〕。

県
令
の
母
は
孝
心
に
感
じ
て
謝
氏
を
寛
大
に
扱
う
よ
う
命
じ
る
。桂
喜
は
入
学
し
て
、

⑦
学
院
に
父
母
の
冤
罪
を
訴
え
る〔
十
言
四
十
六
句
〕。
学
院
は
事
件
の
解
決
を
約
束

し
、
娘
月
香
を
娶
ら
せ
、
洪
恩
と
改
名
し
、
と
も
に
上
京
す
る
。
洪
恩
は
祖
先
の
祭

祀
に
帰
郷
す
る
途
中
、
⑧
了
凡
が
謝
氏
を
守
る
た
め
鉄
牛
を
殺
し
た
と
自
供
し
〔
十

言
二
十
六
句
〕、県
に
赴
い
て
正
大
と
謝
氏
を
出
獄
さ
せ
る
。
⑨
何
廷
祥
は
雇
用
人
の

亡
霊
に
迫
ら
れ
て
洪
加
殺
害
も
自
供
し
、
皆
に
悪
事
を
行
わ
な
い
よ
う
勧
め
て
〔
十

言
一
百
句
〕、
喉
を
割
い
て
惨
死
す
る
。

　
「
審
土
地
」（
全
二
十
七
葉
、
謳
六
場
）
で
は
狡
猾
な
番
頭
が
主
人
の
死
後
に
偽
の

借
用
書
を
作
っ
て
訴
訟
を
起
こ
し
、
そ
の
財
産
を
奪
お
う
と
す
る
が
、
土
地
神
が

証
人
と
な
っ
て
そ
の
欺
瞞
を
発
く
。

巴
県
（
四
川
）
の
商
人
雍
百
川
は
正
直
者
で
あ
っ
た
が
、番
頭
劉
忠
信
は
狡
猾
で
あ
っ

た
。
百
川
は
忠
信
に
正
直
に
生
き
る
よ
う
諭
し
て
資
金
を
与
え
て
開
店
さ
せ
る
。
貧

乏
な
士
人
鄭
元
安
の
子
茂
林
は
聡
明
で
あ
っ
た
が
、
祖
母
が
死
ん
で
葬
儀
が
で
き
な

い
の
で
自
分
を
売
る
よ
う
説
く
。
①
母
李
氏
は
別
れ
を
悲
し
む〔
十
言
十
八
句
〕。
百

川
は
事
情
を
尋
ね
る
。
②
茂
林
は
母
の
葬
儀
の
た
め
に
子
を
売
る
こ
と
を
語
る
〔
十

言
十
六
句
〕。
百
川
は
養
子
に
し
た
い
と
言
い
、
元
安
に
銀
二
十
両
と
棺
を
与
え
る
。

③
百
川
は
妻
に
子
が
な
い
の
は
運
命
だ
と
言
う〔
十
言
二
十
句
〕。
神
が
夢
に
現
れ
て

子
を
授
け
る
と
告
げ
、
妻
李
氏
は
一
子
桂
林
を
出
産
す
る
。
桂
林
は
聡
明
で
、
百
川

は
い
っ
そ
う
善
行
に
努
め
、
神
が
山
東
省
城
隍
祠
に
な
る
と
告
げ
る
。
④
百
川
は
死

期
を
悟
っ
て
家
族
に
教
訓
を
遺
す〔
十
言
三
十
四
句
〕。
忠
信
は
百
川
の
死
を
知
っ
て

偽
の
借
用
書
を
作
り
、
県
に
訴
え
て
李
氏
か
ら
銀
三
百
六
十
両
を
だ
ま
し
取
る
。
桂

林
は
母
を
慰
め
る
。
⑤
忠
信
は
味
を
占
め
て
再
び
訴
え
る
。
李
氏
は
無
実
を
訴
え
る

〔
十
言
三
十
四
句
〕。
裁
判
官
も
忠
信
を
諭
す
が
、
忠
信
は
百
川
が
悪
辣
な
商
売
を
し

て
い
た
と
中
傷
す
る
。
裁
判
官
が
土
地
神
を
証
人
と
し
て
喚
問
す
る
と
言
う
と
、
⑥

土
地
神
が
官
の
部
下
の
老
総
に
憑
依
し
て
忠
信
が
偽
の
借
用
書
を
書
い
た
こ
と
を
証

言
す
る
〔
十
言
三
十
二
句
〕。
忠
信
は
天
罰
を
受
け
て
病
気
で
倒
れ
、全
身
に
蛆
が
わ

い
て
死
に
、
二
子
は
犯
罪
で
投
獄
さ
れ
、
乞
食
を
す
る
。

５
．
弾
圧
と
逃
亡
の
物
語

　
「
玉
連
環
」（
二
十
八
葉
、
謳
九
場
）
は
、
明
の
厳
世
蕃
に
弾
圧
を
受
け
て
逃
亡
し

た
三
組
の
男
女
が
危
難
を
克
服
し
て
結
ば
れ
、
お
節
介
を
し
た
悪
人
は
天
罰
を
受

け
る
。江

南
省
揚
州
府
出
身
の
尚
書
崔
富
に
は
妻
秦
氏
、
子
良
英
、
娘
宝
霞
が
あ
っ
た
が
、
厳

世
蕃
父
子
の
専
権
を
見
る
と
官
を
棄
て
て
海
瑞
と
と
も
に
帰
郷
し
、
良
英
に
史
丹
霞

と
婚
約
し
、
玉
連
環
を
結
納
と
し
た
こ
と
を
告
げ
る
。
し
か
し
世
蕃
父
子
が
忠
臣
を
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迫
害
し
た
と
聞
く
と
血
を
吐
い
て
死
ぬ
。
①
良
英
と
宝
霞
は
父
の
死
を
悲
し
む
〔
十

言
二
十
八
句
〕。
世
蕃
が
捜
索
す
る
と
、
良
英
は
母
と
妹
を
連
れ
て
安
徽
に
逃
れ
る
。

史
培
忠
は
女
装
し
、
丹
霞
は
男
装
し
て
逃
走
す
る
。
盧
雲
卿
と
喜
童
は
女
装
し
て
逃

れ
、②
廟
の
中
で
仏
に
救
い
を
求
め
る
〔
十
言
二
十
二
句
〕。
世
蕃
の
部
下
趙
文
忠
の

弟
文
炳
は
王
秀
才
の
月
娥
を
強
奪
す
る
。
文
炳
は
女
装
し
た
雲
卿
と
喜
童
を
捕
ら
え

る
が
、世
蕃
に
召
喚
さ
れ
て
家
を
出
る
。②
月
娥
は
雲
卿
に
強
奪
さ
れ
た
事
情
を
告
げ

る〔
十
言
二
十
二
句
〕。
雲
卿
と
喜
童
は
月
娥
を
連
れ
て
逃
亡
す
る
。
③
秦
氏
は
良
英

と
宝
霞
に
遺
言
を
残
し
て
死
ぬ〔
十
言
三
十
六
句
〕。
解
梁
城
の
英
雄
杜
興
は
五
馬
太

守
の
子
で
、良
英
に
逢
っ
て
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ぶ
。良
英
は
復
讐
の
た
め
に
杜
興
と

と
も
に
上
京
す
る
。
④
良
英
は
霊
前
に
別
れ
を
告
げ
る〔
十
言
二
十
四
句
〕（
欠
第
五

十
二
葉
）。
文
炳
は
宝
霞
を
捕
ら
え
る
。
⑤
宝
霞
は
文
炳
に
酒
を
勧
め
る〔
十
言
三
十

八
句
〕。
宝
霞
は
杜
興
の
助
力
で
文
炳
を
殺
し
、良
英
と
と
も
に
逃
げ
る
。
⑥
宝
霞
は

自
分
の
経
歴
を
語
る〔
十
言
三
十
四
句
〕。
女
装
し
た
雲
卿
は
宝
霞
が
別
れ
た
妻
だ
と

知
る
。
⑦
月
娥
は
宝
霞
に
身
の
上
を
語
る〔
十
言
二
十
四
句
〕。
女
装
し
た
培
忠
と
男

装
し
た
丹
霞
の
兄
妹
は
鳳
翔
の
古
廟
で
大
男
が
女
子
に
結
婚
を
迫
る
の
を
見
る
。
⑧

女
子
は
大
男
を
罵
る〔
十
言
十
二
句
〕。
培
忠
は
男
を
殺
す
。
女
子
は
羅
金
花
だ
と
わ

か
る
。
厳
家
の
執
事
の
子
厳
高
は
丹
霞
ら
を
強
奪
す
る
。
培
忠
は
追
い
か
け
て
金
不

換
に
逢
い
、
金
不
換
が
法
術
を
使
っ
て
丹
霞
ら
を
救
っ
て
鳳
凰
山
に
送
り
、
厳
高
を

懲
ら
し
め
る
。
忠
臣
の
子
孫
た
ち
は
鳳
凰
山
に
集
結
す
る
。
⑨
雲
卿
は
素
性
を
明
か

す
〔
十
言
二
十
句
〕。
雲
卿
は
宝
霞
と
結
ば
れ
、
良
英
は
丹
霞
と
結
ば
れ
、
培
忠
は
金

花
と
結
ば
れ
、
杜
興
は
月
娥
と
結
ば
れ
る
。
兵
部
尚
書
蘇
通
鳳
の
家
僕
蘇
籍
は
誤
解

さ
れ
て
蘇
家
を
追
放
さ
れ
る
が
、
厳
家
に
入
っ
て
蘇
家
に
報
恩
し
よ
う
と
考
え
、
世

蕃
が
蘇
一
族
を
捕
ら
え
る
の
を
通
報
し
て
子
女
の
身
代
わ
り
に
な
る
と
言
う
。（
六
十

八
頁
）
蘇
籍
は
世
蕃
に
請
う
て
夫
人
を
祀
る
〔
十
言
三
十
二
句
〕。
家
僕
蘇
富
も
世
蕃

を
罵
っ
て
惨
殺
さ
れ
る
。
蘇
公
子
は
自
分
の
身
代
わ
り
に
侯
成
璧
に
殺
さ
れ
た
義
僕

蘇
華
の
墓
前
で
痛
哭
す
る〔
十
言
二
十
八
句
〕。
涇
陽
県
の
富
者
孫
廷
芳
は
娘
小
臣
を

さ
ら
う
。
妻
李
氏
は
非
道
を
諫
め
る〔
十
言
二
十
六
句
〕。
李
氏
は
廷
芳
が
聞
か
な
い

の
で
逃
亡
を
助
け
る
。
廷
芳
は
背
に
臃
が
で
き
て
死
ぬ
。
李
氏
は
近
所
の
不
孝
者
牛

金
児
を
諫
め
る
〔
七
言
三
十
句
〕。
牛
金
児
は
小
臣
ら
の
荷
物
（
色
嚢
）
を
奪
う
。
小

臣
ら
は
鳳
翔
府
で
総
兵
李
化
堂
の
子
春
融
を
殺
し
て
捕
ま
る
。
小
臣
は
県
令
に
訴
え

る〔
十
言
三
十
二
句
〕。
英
雄
た
ち
は
小
臣
を
救
う
。
蘇
桂
芳
は
鳳
翔
府
の
関
王
廟
で

兪
員
外
の
娘
彩
玉
と
出
会
う
。
桂
芳
は
境
遇
を
語
る〔
十
言
三
十
句
〕。
彩
玉
は
桂
芳

に
銀
を
贈
る
約
束
を
し
、
玉
連
環
を
贈
る
。
桂
芳
は
玉
圏
を
贈
る
。
し
か
し
店
主
が

色
嚢
を
盗
ん
で
客
を
殺
し
た
た
め
冤
罪
を
被
る
。
桂
芳
は
身
分
を
明
か
し
て
県
令
に

無
罪
を
訴
え
る〔
十
言
三
十
八
句
〕。
侯
家
の
娘
珊
瑚
は
獄
中
に
桂
芳
を
見
舞
い
身
分

を
明
か
す〔
十
言
三
十
句
〕。
月
娥
は
珊
瑚
主
僕
に
鳳
凰
山
の
英
雄
が
桂
芳
を
救
う
こ

と
を
告
げ
る
。
兪
彩
玉
は
鎮
台
張
仁
山
に
捕
ま
り
、
身
の
上
を
語
っ
て
妾
に
し
な
い

よ
う
に
請
う
〔
十
言
二
十
六
句
〕。
彩
玉
は
逃
げ
回
り
、盧
殿
卿
と
馬
雲
中
は
仁
山
を

殺
し
て
救
う
。
蘇
珍
・
蘇
璧
・
蘇
宝
兄
弟
は
真
武
大
帝
か
ら
十
八
般
武
芸
を
授
か
り

涇
陽
県
に
至
る
。
世
蕃
に
処
刑
さ
れ
た
都
察
院
王
忙
の
子
夢
生
が
変
装
し
て
逃
亡
し

た
が
捕
ま
っ
た
と
県
令
に
訴
え
る〔
十
言
二
十
二
句
〕。
三
兄
弟
は
護
送
車
を
襲
っ
て

夢
生
を
救
う
。
張
把
総
は
犯
人
を
追
う
が
、
鳳
凰
山
の
英
雄
た
ち
に
敗
れ
る
。
蘇
公

子
は
珊
瑚
・
彩
玉
を
妻
と
す
る
。
趙
洪
春
は
紫
陽
山
で
好
色
な
山
賊
蒋
豹
を
殺
し
て

頭
領
と
な
り
、
厳
高
を
捕
ら
え
て
鐘
呂
臣
・
李
雲
章
を
救
い
、
厳
高
と
牛
金
児
を
処

三
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刑
す
る
。
道
士
冷
如
氷
は
詩
句
に
よ
り
鳳
凰
山
に
結
集
す
る
よ
う
説
く
〔
七
言
三
十

句
〕。
厳
貴
に
捕
ら
え
ら
れ
た
白
良
玉
の
娘
玉
蟾
が
泣
い
て
身
の
上
を
語
る〔
十
言
五

十
句
〕。
三
人
は
厳
貴
を
殺
し
玉
蟾
ら
女
子
を
救
っ
て
鳳
凰
山
に
向
か
う
。
盧
雲
卿
は

将
軍
楊
国
忠
が
投
降
し
た
偽
書
を
朝
廷
に
見
せ
る
と
、
世
蕃
は
そ
の
母
と
妻
の
首
を

送
る
。
国
忠
は
号
泣
す
る〔
十
言
二
十
八
句
〕。
雲
卿
ら
は
捕
ら
え
ら
れ
た
国
忠
を
救

い
、
鳳
凰
山
に
迎
え
る
。
雲
卿
ら
は
下
山
し
て
科
挙
を
受
験
し
て
三
元
十
八
学
士
に

及
第
し
、
内
閣
学
士
程
栄
陞
に
世
蕃
を
倒
す
計
略
を
話
す
。
雲
卿
ら
は
六
十
四
道
の

表
章
を
上
奏
し
て
世
蕃
の
悪
事
を
暴
き
、
世
蕃
親
子
を
惨
殺
す
る
。
末
尾
に
勧
世
の

詩
句
を
置
く
〔
七
言
二
十
句
〕。

　
　
　
　

五　

結
論

　

大
連
図
書
館
蔵
民
国
復
刻
本
の
出
現
に
よ
っ
て『
萃
美
集
』五
巻
の
編
者
が
清
の

呉
栄
清
で
あ
り
、
合
計
十
八
篇
の
案
証
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
そ
の
序
文
に
は
簡
州
各
地
の
慈
善
家
が
こ
の
書
を
編
纂
し
た
と
い
う
。
大
連

図
書
館
蔵
本
は
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
蔵
本
・
上
海
図
書
館
蔵
本
と
同
版

で
あ
る
が
、
三
本
の
刊
行
さ
れ
た
場
所
は
そ
れ
ぞ
れ
成
都
・
重
慶
・
瀘
州
と
異
な

り
、
本
書
は
四
川
省
の
各
地
で
刊
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
四
川
で
編
集
さ

れ
た
宣
講
書
で
あ
る
た
め
、
案
証
十
四
篇
の
中
で
も
「
会
円
寺
」（
安
岳
県
）・「
雷

賜
銀
」（
長
寿
県
）・「
鸚
鵡
報
」（
犍
為
県
）・「
賽
包
公
」（
酉
陽
県
）・「
七
層
楼
」

（
高
県
）・「
双
冤
曲
」（
雲
陽
県
）・「
善
縁
礄
」（
富
順
県
）・「
血
羅
衫
」（
犍
為
県
）

の
八
篇
が
四
川
の
「
案
証
」
で
あ
る
。
本
書
は
『
宣
講
集
要
』『
宣
講
拾
遺
』
な
ど

初
期
の
説
唱
宣
講
書
と
同
じ
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
聖
諭
宣
講
規
則
」
を
掲
載
し

て
い
た
が
、
案
証
は
「
聖
諭
」
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
物
語
性

の
強
い
内
容
で
あ
り
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
本
書
は
聖
諭
宣
講
の
物
語
化
を
明
証
す
る
よ
い
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

注１	

『
中
国
古
代
小
説
研
究
』、
北
京
、
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
中
国
古
代
小

説
研
究
中
心
編
、
第
一
輯
、
三
五
九
～
三
七
二
頁
、
二
〇
〇
五
年
。

２	

巻
頭
に
は
「
宣
講
聖
諭
規
則
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、こ
の
前
に
『
聖

諭
六
訓
』『
聖
諭
十
六
条
』
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。	

３	

「
…
…
」
部
分
は
欠
損
。「
銅
邑
」
は
銅
梁
県
（
四
川
省
重
慶
府
合
州
銅
梁
県
）。

４	

巻
三
の
一
案
証
、
巻
四
の
三
案
証
、
巻
五
の
二
案
証
を
欠
く
。

５	

王
栄
国
等
編
『
東
北
地
区
古
籍
線
装
聯
合
目
録
』、
二
〇
〇
三
年
、
遼
海
出
版
社

（
瀋
陽
）。
集
部
戯
曲
類
鼓
詞
之
属
、
三
五
三
四
頁
。「
女
」
は
「
文
」
の
誤
刻
。

６	

四
川
省
楽
至
県
。

７	

巡
按
御
史
は
明
代
に
設
け
ら
れ
た
。
八
府
巡
按
と
い
う
職
名
は
な
く
、
戯
曲
・

小
説
で
使
用
す
る
架
空
の
職
名
で
あ
る
。

８	

不
詳
。
富
平
県
で
あ
れ
ば
陝
西
省
。

９	
偶
数
句
の
下
に
白
氏
の
言
を
挿
入
す
る
。

（
阿
部
泰
記　

長
江
大
学
講
座
教
授
、
山
口
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア
研
究
科
教
授
）
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